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田原市放課後児童クラブ運営事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、保護者が労働等により昼間家庭にいない児童の健全な育成を図

るため、児童福祉法(昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という。)第６条の３

第２項に規定する放課後児童健全育成事業（以下「放課後児童クラブ」という。）

を実施する者に対し、予算の範囲内で運営に要する経費に対して補助金を交付する

ことについて、田原市補助金交付要綱（昭和５１年４月１日施行。以下「市補助要

綱」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、放課後児童クラブを実施する者（以下「事業者」とい

う。）とは、田原市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例（平成２６年田原市条例第２０号。以下「条例」という。）の基準を満たし、

田原市放課後児童健全育成事業の届出等に関する規則（令和３年田原市規則第３９

号）第３条第１項に基づき、放課後児童クラブの開始を田原市長（以下「市長」と

いう。）に届け出た者をいう。 

 （補助対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者は、法人格を有し、前条に規定する届出を行っ

た者とする。ただし、スポーツクラブ、習い事その他公共性に欠ける事業を主とし

て実施するもの及び企業等の従業員の福利厚生等を目的に行われるものは対象とし

ない。 

（補助対象事業） 

第４条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、次に

掲げるとおりとする。 

(1) 子ども・子育て支援交付金交付要綱（「子ども・子育て支援交付金の交付につ

いて」（平成２８年７月２０日付け府子本第４７４号内閣総理大臣通知）別紙。

以下「国交付要綱」という。）第３条第５号に規定する放課後児童健全育成事業

のうち、国交付要綱の別紙の第３欄に掲げる次の事業 
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ア 放課後児童健全育成事業（年間開所日数２５０日以上の放課後児童健全育成

事業所） 

イ 放課後児童クラブ支援事業（放課後児童クラブ送迎支援事業） 

(2) 保護者利用料減額特別加算事業 

(3) 新型コロナウイルス感染症対策支援事業 

（補助対象経費等） 

第５条 補助対象事業ごとの補助基準額及び補助の対象となる経費（以下「補助対象

経費」という。）は、別表第１、別表第２及び別表第３に掲げるとおりとする。 

２ 補助金の額は、補助対象事業ごとに次のとおりとする。 

(1) 放課後児童健全育成事業（年間開所日数２５０日以上の放課後児童健全育成事

業所) 別表第１の該当する補助基準額の合計額と補助対象経費の支出額から保護

者利用料その他の収入額を控除した額を比較して少ない方の額 

(2) 放課後児童クラブ支援事業（放課後児童クラブ送迎支援事業） 別表第１の補

助基準額と補助対象経費を比較して少ない方の額 

(3) 保護者利用料減額特別加算事業 別表第２の補助基準額と補助対象経費を比較

して少ない方の額 

(4) 新型コロナウイルス感染症対策支援事業 別表第３の補助基準額と補助対象経

費を比較して少ない方の額 

（交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、田原市放

課後児童クラブ運営補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて市

長に提出しなければならない。 

(1) 事業実施計画書（様式第２号） 

(2) 放課後児童クラブ運営事業補助金所要額調書（様式第３号） 

(3) 事業運営予定表（様式第４号） 

(4) 登録児童名簿（様式第５号） 

(5) 会計収支予算書（様式第６号） 

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 
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２ 次の各号に掲げる補助対象事業の補助金の交付を受けようとする場合は、当該各

号に掲げる書類を前項の書類と併せて提出しなければならない。 

(1) 保護者利用料減額特別加算事業 保護者利用料減額特別加算事業対象児童名簿

（様式第７号） 

(2) 新型コロナウイルス感染症対策支援事業 新型コロナウイルス感染症対策支援

事業実施計画書（様式第８号） 

 （交付決定及び通知） 

第７条 市長は、前条の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査

し、必要に応じて調査等を行い、補助金の交付を適当と認めたときは、その旨を申

請者に田原市放課後児童クラブ運営事業補助金交付決定通知書（様式第９号）によ

り、不適当と認めたときは、申請者に田原市児童クラブ運営補助金交付却下通知書

（様式第１０号）により通知するものとする。 

２ 市長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付するこ

とができる。 

 （補助事業の変更等） 

第８条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」とい

う。）は、補助事業の内容の変更又は中止若しくは廃止をしようとする場合は、速

やかに田原市放課後児童クラブ運営事業補助金変更等申請書（様式第１１号）を市

長に提出し、その承認を受けなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請書の提出があった場合は、補助金の交付を取り消

し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。 

 （変更等の決定の通知） 

第９条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消し、又はその決定の

内容を変更したときは、田原市放課後児童クラブ運営事業補助金変更等決定通知書

（様式第１２号）により補助事業者に通知するものとする。 

（概算払） 

第１０条 市長は、補助事業の実施に必要と認めた場合は、田原市児童クラブ運営事

業補助金概算払請求書（様式第１３号）に基づいて、補助交付決定額の７割を５月

末日までに、２割を１０月に概算により補助事業者に交付することができる。 
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（実績報告書の提出） 

第１１条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、田原市放課後児童クラブ運営

事業補助金実績報告書（様式第１４号）に、次に掲げる書類を添えて市長に提出し

なければならない。 

 (1) 事業実施報告書（様式第１５号） 

(2) 放課後児童クラブ運営事業補助金精算書（様式第１６号） 

(3) 事業運営報告書（様式第１７号） 

(4) 途中入会・退会児童名簿（様式第１８号） 

(5) 会計収支精算報告書（様式第１９号） 

(6) 経費の支出を証明する書類等の写し 

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

２ 次の各号に掲げる補助対象事業を実施した場合は、当該各号に掲げる書類を前項

の書類に併せて提出しなければならない。 

(1) 保護者利用料減額特別加算事業 保護者利用料減額特別加算事業対象児童名簿

（様式第２０号） 

(2) 新型コロナウイルス感染症対策支援事業 新型コロナウイルス感染症対策支援

事業実施報告書（様式第２１号） 

 （補助金の額の確定） 

第１２条 市長は、前条の規定による報告書の提出があったときは、その内容を審査

し、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容に適合すると認めたときは、交付

すべき補助金の額を確定し、田原市放課後児童クラブ運営補助金確定通知書（様式

第２２号）により補助事業者に通知するものとする。 

 （補助金の交付） 

第１３条 補助事業者は、前条の通知書を受領したときは、速やかに田原市放課後児

童クラブ運営補助金請求書（様式第２３号）を市長に提出するものとする。 

２ 市長は、前項の請求書の受領後３０日以内に補助金を補助事業者に支払うものと

する。 

 （交付決定の取消し及び補助金の返還） 
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第１４条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補

助金の交付の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還

させることができる。 

 (1) 法令、例規、本要綱及び補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。 

 (2) 補助金を他の用途に使用したとき。 

 (3) 補助金の運用又は補助事業の執行方法が不適当と認められるとき。 

 (4) 実支出額が補助対象経費に比べて減少したとき。 

 (5) 市長の承認を受けないで、補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止し、

若しくは廃止したとき。 

 (6) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金の交付に関し不正の行為があった

とき。 

 （遅延利息） 

第１５条 補助事業者は、前条の規定による処分により補助金の返還を命じられ、こ

れを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に

応じ、その未納額につき年１４.６％の割合で計算した遅延利息を納付しなければな

らない。 

２ 市長は、前項の場合においてやむを得ない事業があると認めた場合は、遅延利息

の全部又は一部を免除することができる。 

（必要な指示等） 

第１６条 市長は、補助事業者に対して、補助事業に関して必要な指示をし、報告を

求め、又は検査をすることができる。 

（帳簿等の保管） 

第１７条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿及び証拠書類を整理し、当該補助対象

事業完了の日の属する年度の終了後５年間保管しなければならない。 

（その他） 

第１８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 
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 （この要綱の失効） 

２ この要綱は、令和７年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、第１４条から

第１７条までの規定については、同日後もなおその効力を有する。 
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別表第１（第５条関係） 

事業 

区分 
補助基準額 補助対象経費 

放課後児童

健全育成事

業(年間開所

日数 250日

以上の放課

後児童健全

育成事業所) 

１ 基本額（１支援の単位当たり年額） 「放課後児童健全育

成事業」の実施につ

いて（平成２７年５

月２１日付け雇児発

０５２１号第８号厚

生労働省子ども家庭

局長通知）の別紙の

放課後児童健全育成

事業実施要綱（以下

「国実施要綱」とい

う。）の別添１の放

課後児童健全育成事

業の実施に必要な経

費（飲食物を除

く。） 

  

 

 

(1) 年間平均児童数が１０人から１９人までの

支援の単位 

２,５５３,０００円－（１９人－年間平均児

童数）×２９,０００円 

(2) 年間平均児童数が２０人から３５人までの

支援の単位 

４,６７２,０００円－（３６人－年間平均児

童数）×２６,０００円 

(3) 年間平均児童数が３６人から４５人の支援

の単位 

４,６７２,０００円 

(4) 年間平均児童数が４６人から７０人の支援

の単位 

４,６７２,０００円－（年間平均児童数－４

５人）×６７,０００円 

(5) 年間平均児童数が７１人以上の支援の単位 

２,９１７,０００円 

２ 開所日数加算額（１支援の単位当たり年額） 

１日８時間以上開所している場合に限る。 

（年間開所日数－２５０日）×１９,０００円 

３ 長時間開所加算額（長期休暇分） 

（１支援の単位当たり年額） 
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（１日８時間を超える時間）の年間平均１日当

たり時間数（小数点第３位切捨）×１８３,００

０円 

放課後児童

クラブ支援

事業（放課

後児童クラ

ブ送迎支援

事業） 

１支援の単位当たり５０７,０００円 国実施要綱の別添５

の放課後児童クラブ

支援事業（放課後児

童クラブ送迎支援事

業）の実施に必要な

経費 

備考 

１ 「支援の単位」とは、条例第１１条第４項に規定する単位をいう。 

２ 補助基準額が年額で定められている場合において、補助対象事業の実施月数

（１月に満たない端数を生じたときは、これを１月とする。）が１２月に満た

ない場合には、各基準額ごとに算定された金額に「補助対象事業の実施月数÷

１２」を乗じた額（１円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。）とす

る。 

 

別表第２（第５条関係） 

事業区分 補助基準額 補助対象経費 

保護者利

用料減額

特別加算

事業 

田原市放課後児童健全育成事業実施

要綱（以下「市実施要綱」とい

う。）第１７条第２項に定める額に

放課後児童クラブ利用児童の延べ月

数を乗じた額 

※補助事業者が市実施要綱第１７条

第２項に規定する額を超えて減額

し、又は免除した額は、補助の対象

としない。 

１から３までの合計額 

１ 市実施要綱第１８条第１項第１

号及び第２号に規定する月額利用

料の免除額に免除対象児童の延べ

月数を乗じた額 

２ 市実施要領第１７条第３号に規

定する月額利用料の減額した額に

減額対象児童の延べ月数を乗じた

額 
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３ 市実施要領第１７条第３号に規

定する月額利用料の免除した額に

免除対象児童の延べ月数を乗じた

額 

 

別表第３（第５条関係） 

事業区分 補助基準額 補助対象経費 

新型コロ

ナウイル

ス感染症

対策支援

事業 

新型コロナウイルスの感染拡大防止

を図る事業 

１支援の単位当たり２００,０００円

を上限とする。 

新型コロナウイルス感染症の拡大防

止を図るために実施する子ども用マ

スク、消毒液等の購入等や感染症予

防の広報・啓発等に要する経費 

備考 

「支援の単位」とは、条例第１１条第４項に規定する単位をいう。 



様式第１号（第６条関係）

年 月 日

　田原市長　殿

１ 円

２ 事業実施計画書（様式第２号）

放課後児童クラブ運営事業補助金所要額調書（様式第３号）

事業運営予定表（様式第４号）

登録児童名簿（様式第５号）

会計収支予算書（様式第６号）

申請法人所在地

田原市放課後児童クラブ運営補助金交付申請書

申請法人名

※保護者利用料減額特別加算事業及び新型コロナウイルス感染症対策支援事業を実施した場合は上記
添付書類に併せて必要な書類を提出すること。

補助金交付申請額

添 付 書 類

代表者職・氏名

対象となる放課後児童クラブの名称

　田原市放課後児童クラブ運営補助金交付要綱第６条の規定により次のとおり申請します。



様式第２号（第６条関係）

事業実施計画書

１　放課後児童クラブ名：

２　計画

　その他の取組（１年を通じた活動などの予定）

３　その他の事業（補助金対象外の事業）

内容

４月

５月

１０月

１１月

月 内容 月

１２月

１月

２月

３月

６月

７月

８月

９月



様式第３号（第６条関係）

放課後児童クラブ名：

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

（１）
（２）

※Ｄ欄には、別表第１より算出した補助基準額を記入すること。

F G H

※Ｇ欄には、別表第２より算出した補助基準額を記入すること。

Ｉ Ｊ Ｋ

※Ｇ欄には、別表第２より算出した補助基準額を記入すること。

Ｌ
※Ｌ欄には、Ｅ欄、Ｈ欄及びＫ欄の合計額（1,000円未満切捨）を記入すること。

補助基準額
補助所要額

（Ｃ、Ｄを比較して
少ない方の額）

備考
区分

補助対象経費
の支出予定額

利用料その他
の収入予定額

放課後児童健全育成事業

補助所要額合計

区分

（３）保護者利用料減額特別
　　　加算事業

（４）新型コロナウイルス
　　　感染症対策支援事業

補助対象経費
の減免予定額

補助基準額

放課後児童クラブ支援事業

年度　放課後児童クラブ運営事業補助金所要額調書

（単位：円）

区分

補助対象経費
の支出予定額

補助基準額 補助所要額
（Ｉ、Ｊを比較して少ない方の額）

差引額
（Ａ－Ｂ）

補助所要額
（Ｇ、Ｈを比較して少ない方の額）



様式第４号（第６条関係）

事業運営予定表

放課後児童クラブ名：

【登録児童数】 （単位：人）

人
円

※
※ 補助基準額欄には別表第１により算出した補助基準額を記入すること。

【登録児童名簿】　様式第５号のとおり

【年間開所予定日数】 （単位：日）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

開所予定日数
（①～③の合計）

①平日
②土曜日

（留意事項）
年間開所予定日数は、２５０日以上であること。

円
※　補助基準額欄には別表第１により算出した補助基準額を記入すること。

【開所時間】

平日 時 分 時 分
土曜日 時 分 時 分
長期休業期間 時 分 時 分

円
円

※補助基準額欄には別表第１により算出した補助基準額を記入すること。

【支援員配置状況】 （単位：人）

③長期休業期間中
　の平日

計

年間利用

長期休業
期間利用

区分 １年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生

（
内
訳
）

補助基準額（長時間開所加算額　平日分）
補助基準額（長時間開所加算額　長期休業期間分）

放課後児童支援員 その他支援員等
常勤 非常勤 常勤 非常勤

年間平均児童数
補助基準額（基本額）

合計

年間平均児童数：年間利用の計＋長期休業期間利用の計×１／２（小数点第１位切上げ）

補助基準額（開所日数加算額）

開所時間 閉所時間 備考



【利用料】
１　年間利用の利用料（児童１人につき月額）

円

２　長期休業期間利用の利用料（児童１人につき１期間当たり）

円
円
円
円

３　土曜日利用の利用料（児童１人につき月額）

円

４　延長利用した場合の利用料（児童１人につき）

月額 円
月額 円
日額 円
月額 円
日額 円

【利用料減免】

減額金額（月額） 円
２人目 減額金額（月額） 円
３人目以降 減額金額（月額） 円

夕延長利用

夏季休業日
その他（　　　　）
緊急時の利用
１月当たり
緊急時の利用

利用料

朝延長利用

利用料

区分 利用料

利用料

多子世帯減額

減免内容区分
生活保護世帯・児童扶養手当受給者



様式第５号（第６条関係）

登録児童名簿

放課後児童クラブ名： №

※区分欄には、年間利用は「年」、長期休業期間利用は「休」と記入すること。

（　　　年　　月　　日現在）

№ 学校名
保護者

氏名続柄
区
分

児童氏名 備考
学
年

住所



様式第６号（第６条関係）

年度　会計収支予算書

放課後児童クラブ名：

（収入） （単位：円）

（支出） （単位：円）

その他 送迎支援費

その他

使用料
燃料代
修繕料

諸手当
法定福利費
共済費
健康診断費

項目

金額

事務費

積算根拠、内訳等項目
市補助金

保護者利用料

金額
人件費

収入合計

積算根拠、内訳等
支援員賃金

支出合計

通信運搬費

光熱水費施設費

研修旅費
消耗品費
医薬材料費



様式第７号（第６条関係）

保護者利用料減額特別加算事業対象児童名簿

放課後児童クラブ名：

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

※ 区分欄には、該当する番号を記入すること。
（１）生活保護受給世帯
（２）児童扶養手当受給世帯
（３）多子利用世帯

※ 保護者利用料減額欄には、減額金額の年額を記載すること。ただし、減額金額が市実施
要綱第１７条第２項、第３項及び第１８条第１項に規定する額を超える場合は、市実施
要綱の規定額を上限として記載すること。

№ 保護者利用料減額（年間）学年 区分学校名児童氏名

合計（補助対象経費）



様式第８号（第６条関係）

放課後児童クラブ名：

※

※ 実施計画には、購入する物品や広報・啓発などの実施予定の経費の内訳（予定額）を記入すること。

子ども用マスク、消毒液の購入や感染症予防の広報・啓発などの新型コロナウイルスの感染拡大防止を図るために必要な経費に限り計上
すること。

円

実施計画

新型コロナウイルス感染症対策支援事業実施計画書

補助対象経費の支出予定額 円 補助基準額



様式第９号（第７条関係）

月 日

　　　　　　　　　　　　　様

田原市長　　　　　　　　　　印

田原市放課後児童クラブ運営事業補助金交付決定通知書

第　　　　　　　号

年

　　　　年　　月　　日付けで申請のあった補助金の交付については、次のとおり決定し
たので、田原市放課後児童クラブ運営事業補助金交付要綱第７条の規定により通知しま
す。

補助年度 年度 補助金の名称 　田原市放課後児童クラブ運営事業補助金

補助事業に要する経費 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

交付決定額 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

交付条件



様式第１０号（第７条関係）

月 日

　　　　　　　　　　　　　様

却下内容

田原市放課後児童クラブ運営事業補助金交付却下通知書

第　　　　　　　号

年

田原市長　　　　　　　　　　印

　　　　年　　月　　日付けで申請のあった田原市放課後児童クラブ運営事業補助金につ
いては、次のとおり不適合でしたので、田原市放課後児童クラブ運営事業補助金交付要綱
第７条の規定により通知します。

補助年度 年度 補助金の名称 　田原市放課後児童クラブ運営事業補助金

却下理由



様式第１１号（第８条関係）

年 月 日

　田原市長　様

補助年度 年度 補助金の名称 　田原市放課後児童クラブ運営事業補助金

田原市放課後児童クラブ運営事業補助金変更等申請書

申請法人名

申請法人所在地

代表者職・氏名
対象となる放課後児童クラブの名称

　次のとおり変更等したいので、田原市放課後児童クラブ運営事業補助金交付要綱第８条の規定
により次のとおり申請します。

※保護者利用料減額特別加算事業及び新型コロナウイルス感染症対策支援事業を実施した場合は上記添付
書類に併せて必要な書類を提出すること。

添付書類

事業実施計画書（様式第２号）
放課後児童クラブ運営事業補助金所要額調書（様式第３号）
事業運営予定表（様式第４号）
登録児童名簿（様式第５号）
会計収支予算書（様式第６号）

変更等の内容

変更等の理由

変更交付申請額 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円



様式第１２号（第９条関係）

月 日

　　　　　　　　　　　　　様

変更等の内容

田原市放課後児童クラブ運営事業補助金変更等決定通知書

第　　　　　　　号

年

田原市長　　　　　　　　　　印

　　　　年　　月　　日付けで申請のあった補助金の交付については、次のとおり変更等
を決定したので、田原市放課後児童クラブ運営事業補助金交付要綱第９条の規定により通
知します。

補助年度 年度 補助金の名称 　田原市放課後児童クラブ運営事業補助金

変更等の理由

補助事業に要する経費 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

変更交付決定額 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

交付条件



様式第１３号（第１０条関係）

月 日

　田原市長　殿

田原市放課後児童クラブ運営事業補助金概算払請求書

年

申請法人名

交 付 決 定 額
（変更交付決定額）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

申請法人所在地

代表者職・氏名

対象となる放課後児童クラブの名称

　田原市放課後児童クラブ運営事業補助金交付要綱第１０条の規定により、次のとおり補
助金の概算払を請求します。

補助年度 年度 補助金の名称 　田原市放課後児童クラブ運営事業補助金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

概算払請求額 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

添付書類
１　交付決定（変更等交付決定）通知書写し
２　その他

概算払受領済額



様式第１４号（第１１条関係）

田原市放課後児童クラブ運営事業補助金実績報告書

殿

　田原市放課後児童クラブ運営事業補助金交付要綱第１１条の規定により、関係書類を
添えて報告します。

　　　年　　月　　日

田 原 市 長

申請法人名

申請法人所在地

代表者職・氏名

対象となる放課後児童クラブの名称

※保護者利用料減額特別加算事業及び新型コロナウイルス感染症対策支援事業を実施した場合
は上記添付書類に併せて必要な書類を提出すること。

補助年度

添付書類

補助金の名称 　田原市放課後児童クラブ運営事業補助金

事業実施報告書（様式第１５号）
放課後児童クラブ運営事業補助金精算書（様式第１６号）
事業運営報告書（様式第１７号）
途中入会・退会児童名簿（様式第１８号）
会計収支精算報告書（様式第１９号）
経費の支出を証明する書類等の写し

年度



様式第１５号（第１１条関係）

１　放課後児童クラブ名：

２　実施事業

　その他の取組（１年を通じた活動などの予定）

３　その他の事業（補助金対象外の事業）

月 内容 月 内容

４月 １０月

１１月

６月 １２月

事業実施報告書

７月 １月

８月 ２月

９月 ３月

５月



様式第１６号（第１１条関係）

年度　放課後児童クラブ運営事業補助金精算書

放課後児童クラブ名：
（単位：円）

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ

Ｊ Ｋ Ｌ Ｍ Ｎ Ｏ Ｐ

Ｑ Ｒ Ｓ Ｔ Ｕ Ｖ Ｗ

Ｘ Ｙ Ｚ ＡＡ

※Ｄ欄には別表第１、Ｋ欄には別表２、Ｒ欄には別表３により算出した補助基準額を記入すること。

※Ｆ欄にはＥ欄の額、Ｍ欄にはＬ欄の額、Ｔ欄にはＳ欄の額の1,000円未満を切り捨てた額を記入すること。

差引
過不足額

（Ｈ－Ｇ）

補助対象経
費の支出額

利用料その
他の収入額

差引額
（Ａ－Ｂ）

補助基準額

補助基本額
（Ｃ、Ｄを比
較して少ない

方の額）

補助所要額
補助金

交付決定額
補助金

受入済額区分

１

２

放課後児童健全育成事業

放課後児童クラブ支援事業

差引過不足額
（Ｖ－Ｕ）

区分
補助対象経費

の減免額
補助基準額

補助基本額
（Ｊ、Ｋを比較し
て少ない方の額）

補助所要額

補助所要額
補助金

交付決定額
補助金

受入済額
補助対象経費

の支出額
補助基準額

補助基本額
（Ｑ、Ｒを比較し
て少ない方の額）

３
保護者利用料減額

特別加算事業

４
新型コロナウイルス
感染症対策支援事業

区分

補助金
交付決定額

補助金
受入済額

差引過不足額
（Ｏ－Ｎ）

補助金
交付決定額合計

補助所要額合計
補助金

受入済額合計
差引過不足額合計

（Ｆ＋Ｍ＋Ｔ） （Ｇ＋Ｎ＋Ｕ） （Ｈ＋Ｏ＋Ｖ） （Ｚ－Ｙ）



様式第１７号（第１１条関係）

事業運営報告書

放課後児童クラブ名：

【登録児童数】 （単位：人）

人
円

※　年間平均児童数：年間利用の計＋長期休業期間利用の計（小数点第１位切上げ）
※　補助基準額欄には別表第１により算出した補助基準額を記入すること。

【途中入会・退会児童名簿】　様式第１７号のとおり

【年間開所日数】 （単位：日）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

開所日数
（①～③の合計）

①平日
②土曜日

（留意事項）
年間開所予定日数は、２５０日以上であること。

補助基準額（開所日数加算額） 円
※　補助基準額欄には別表第１により算出した補助基準額を記入すること。

６年生 計

年間利用

区分 １年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生

年間平均児童数
補助基準額（基本額）

長期休業
期間利用

合計

（
内
訳
）

③長期休業期間中
　の平日



【開所時間】

平日 時 分 時 分
土曜日 時 分 時 分
長期休業期間 時 分 時 分

円
円

※補助基準額欄には別表第１により算出した補助基準額を記入すること。

【利用料減免】

減免金額（総額） 円
２人目 減免金額（総額） 円
３人目以降 減免金額（総額） 円

開所時間 閉所時間

補助基準額（長時間開所加算額　平日分）
補助基準額（長時間開所加算額　長期休業期間分）

多子世帯減額

生活保護世帯・児童扶養手当受給世帯
区分 減免内容



様式第１８号（第１１条関係）

年度　途中入会・退会児童名簿

放課後児童クラブ名： №

※区分欄には、入所は「入」、退所は「退」と記入すること。

（　　　年　　月　　日現在）

区
分

児童氏名 学校名
学
年

住所
保護者

続柄 氏名
変更年月日



様式第１９号（第１１条関係）

年度　会計収支精算報告書

放課後児童クラブ名：

（収入） （単位：円）

（支出） （単位：円）

項目 金額 積算根拠、内訳等
市補助金
保護者負担金
その他

法定福利費

収入合計

項目 金額 積算根拠、内訳等

共済費
健康診断費

事務費 研修旅費
消耗品費

人件費 支援員賃金
諸手当

医薬材料費
通信運搬費

施設費 光熱水費
使用料
燃料代
修繕料

支出合計
その他 送迎支援費



様式第２０号（第１１条関係）

保護者利用料減額特別加算事業対象児童名簿

放課後児童クラブ名：

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

※ 区分欄には、該当する番号を記入すること。
（１）生活保護受給世帯
（２）児童扶養手当受給世帯
（３）多子利用世帯

※

№ 児童氏名 学校名 学年 区分 保護者負担金減額（年間）

保護者利用料減額欄には、減額金額の年額を記載すること。ただし、減額金額が市実施
要綱第１７条第２項、第３項及び第１８条第１項に規定する額を超える場合は、市実施
要綱の規定額を上限として記載すること。

合計（補助対象経費）



様式第２１号（第１１条関係）

放課後児童クラブ名：

※

※ 実施内容には、購入した物品や広報・啓発などの数量や経費の内訳等を記入すること。

円

実施内容

子ども用マスク、消毒液の購入や感染症予防の広報・啓発などの新型コロナウイルスの感染拡大防止を図るために必要な経費に限り計上
すること。

新型コロナウイルス感染症対策支援事業実施報告書

補助対象経費の支出額 円 補助基準額



様式第２２号（第１３条関係）

月 日

　　　　　　　　　　　　　様

確定の基礎となった事業費 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

田原市放課後児童クラブ運営事業補助金確定通知書

第　　　　　　　号

年

田原市長　　　　　　　　　　印

　　　　年　　月　　日付けで実績報告のあった事業については、次のとおり補助金の額
を確定したので、田原市放課後児童クラブ運営事業補助金交付要綱第１３条の規定により
通知します。

補助年度 年度 補助金の名称 　田原市放課後児童クラブ運営事業補助金

補助金の交付決定通知額 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

補助金の交付確定額 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円



様式第２３号（第１４条関係）

月 日

　田原市長　殿

田原市放課後児童クラブ運営事業補助金請求書

年

申請法人名

補助金確定額 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

申請法人所在地

代表者職・氏名
対象となる放課後児童クラブの名称

　田原市放課後児童クラブ運営事業補助金交付要綱第１４条の規定により、次のとおり補
助金を請求します。

補助年度 年度 補助金の名称 　田原市放課後児童クラブ運営事業補助金

概算払受領済額 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

差引請求額 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円


